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 保 護 者 様 

                                               伊丹市立南小学校 

                                     校長 植松 俊二 

 

保存版 警報発令に係る措置について 

 

 気象警報が発令されたり、地震が発生したりした場合には、原則として下記のとおり対応して参りますのでご

理解ご協力くださいますようお願いします。家庭で見えるところに掲示していただき、警報発令時には冷静に対

応していただきますようお願いします。 

 

                              記 

 

１．家庭での対応について 

（１）伊丹市にいずれかの 

「特別警報」が発令された場合 

     午前７時現在、発令されている場合、臨時休校となります。 

   児童くらぶも臨時休所になります。 

 

（２）伊丹市に 

  「暴風・大雨・洪水・暴風雪・大雪警報」のいずれかが 

     ①午前７時現在、発令されている場合、自宅待機といたします。 

   ②午前９時までに警報が解除された場合、登校させてください。 

    ※なお、給食は中止となりますので、4校時終了後12：30頃の一斉下校となります。 

   この場合、児童くらぶは開所（お弁当持参）となります。 

   ③午前９時以降においても警報が発令されている場合は、臨時休校となります。 

    児童くらぶも臨時休所になります。 

 

（３）登校前、伊丹市に、 

    震度5弱以上の地震が発生した場合は、臨時休校となります。 

    ※震度５未満であっても、各地域の状況により臨時休校となることもあります。 

２．登校後、警報が発令された場合の下校について 

   登校後、警報が発令された時、安全確認とともに状況を判断し、教員がポイントに立ち、一斉下校するこ

とや、保護者にお迎えを依頼する場合があります。お子さんがいつ帰宅しても大丈夫なように､登校前に話し

合っておいて下さい。 

   ①家に入る事ができるのか。 

   ②家に誰かおられるのか。 

   ③鍵は兄弟の誰が持っているのか。 

   ④給食を食べずに下校させる事もあるので、食べるものはどこに何が用意されているのか等。  

 

３．児童くらぶについて 

  ・登校後、下校時刻までに警報が出て､全校生を一斉下校させる場合は、児童くらぶの児童も一斉下校します。 

  ・児童くらぶに行った後、警報が出た場合は、児童くらぶが対応します。 

    

４．お願い 

  ①登校の際には、自宅付近の状況や風雨の状況をよく判断されて、十分注意して登校させてください。 

  ②遅刻などの心配はしないで、安全第一で対応してください。  

（南小学校ホームページhttps://www.itami.ed.jp/school/elementary/ele_minami/index.html） 

 

https://www.itami.ed.jp/school/elementary/ele_ogino/index.html

